
●府市戦略の協議 
  
  
   公務員制度改革 
   教育基本条例 
   職員基本条例 など 
  

 ◎まちづくり分野（部会設置） 

 ◎都市魅力分野（部会設置） 

 ◎エネルギー分野（部会設置） 
 

 
 
 
 

●大都市制度 
  
 
制度設計の深化 
協議会の準備 
国（地制調）への発信、 
協議 
 
                          など 
 
 

                        
 
 
 

●広域行政・二重行政 
 
 
 A：経営形態の見直し 
  
 B：類似・重複している行政 
   サービス（統合により 
   効率化、ｻｰﾋﾞｽ向上） 
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＜府市統合協議の対象範囲の見取図イメージ＞ 
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マネジメント対象 

・Ｃ：Ａ、Ｂ以外の事務事業の 
 政策統合、類型化、見直し 等 
・その他：上記以外のもので、 
 府市共同による業務改善や、 
 出先事務所の統合 等 

 ・産業政策分野 
 ・防災・減災分野 
 ・雇用・セーフティネット分野 
 ・環境分野 

適宜報告 

内容に応じ本部会議協議 
又は部会設置 

資料２ 



府市統合本部等に関する府としての対応 
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